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道
路
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
道
路
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
道
路
の
附
属
物
）

（
道
路
の
附
属
物
）

第
三
十
四
条
の
三

法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
の
附

第
三
十
四
条
の
三

法
第
二
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
の
附

属
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

属
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
で
道
路
管
理
者
が
設
け
る
も
の

二

ベ
ン
チ
又
は
そ
の
上
屋
で
道
路
管
理
者
の
設
け
る
も
の

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

自
転
車
駐
車
場
で
道
路
上
に
、
又
は
道
路
に
接
し
て
道
路
管
理
者
が
設
け
る
も

六

道
路
に
接
す
る
自
転
車
駐
車
場
で
道
路
管
理
者
の
設
け
る
も
の

の
七

（
略
）

七

（
略
）

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
改
築
等
）

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
改
築
）

第
三
十
八
条
の
二

法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
の

第
三
十
八
条
の
二

法
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
道
路
の

交
差
部
分
及
び
そ
の
付
近
の
道
路
の
部
分
の
改
築
は
、
突
角
の
切
取
り
、
車
道
又
は

交
差
部
分
及
び
そ
の
附
近
の
道
路
の
部
分
の
改
築
は
、
突
角
の
切
取
り
、
車
道
又
は

歩
道
の
幅
員
の
変
更
及
び
交
通
島
、
中
央
帯
又
は
植
樹
帯
の
設
置
と
す
る
。

歩
道
の
幅
員
の
変
更
及
び
交
通
島
、
中
央
帯
又
は
植
樹
帯
の
設
置
と
す
る
。

２

道
路
管
理
者
は
、
第
三
十
四
条
の
三
第
六
号
の
自
転
車
駐
車
場
（
道
路
上
に
設
け

る
も
の
に
限
る
。
）
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
公
安
委
員
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


